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定期監査の結果について 

 

 地方自治法第１９９条第１項、第２項及び第４項の規定により定期監査を実施したので、同

条第９項の規定によりその結果に関する報告を別紙のとおり提出します。 

なお、この監査の結果に基づき、又はこの監査の結果を参考として措置を講じたときは、同

条第１４項及び第１５項の規定により通知願います。 

 

 

○写  



 

別 紙 

 

定 期 監 査 結 果 報 告 書 

 

１ 監査の種類 

  地方自治法第１９９条第１項、第２項及び第４項の規定による監査 

 

２ 監査の対象 

環境政策課、資源循環課、水と緑と公園課、下水道課及び関係課において令和６年４月１

日から令和６年８月３１日までに執行された財務に関する事務及びその他の事務 

 

３ 監査の着眼点  

  監査にあたっては、小平市監査基準に準拠し、監査の対象の事務事業が、関係法令等に基

づき適正かつ効率的に行われているか、以下の着眼点により実施した。 

(1) 予算の執行状況は適正か。 

 (2) 予算流用、予備費充用の手続き及び時期は適正か。 

(3) 契約事務は適正か。 

(4) 財産（公有財産、物品等、債権等）の管理は適正か。 

(5) 事務処理は、能率的、効率的に行われ、改善すべき点はないか。 

(6) 施設は安全性を考慮して管理運営されているか。また、災害対策や防犯対策は万全か。 

(7) 事務の執行は、法令等に従い、適正に行われているか。 

 

４ 監査の実施内容 

 上記着眼点を主眼として、関係諸帳簿及び証書類と照合、その他必要と認める方法により

監査を実施した。 

 

５ 監査の期間 

  令和６年９月１３日から令和６年１１月２５日まで 

 

６ 監査の結果 

監査の結果、おおむね適正に執行されているものと認められたが、一部、改善・検討を要

する事項が見受けられたので、適正に処理されたい。 

以下、項目ごとに述べるとおりである。 

 

 

 



 

【指摘事項】 

１ 契約事務について 

 (1) 主管課契約に係る回議書において、正式見積書の原本を添付すべきところ、参考見積書

の写しが添付されているもの                     （資源循環課) 

 

【意見・要望事項】 

１ 契約事務について 

 (1) 主管課契約における３万円以上の物品購入で、見積を１者しか徴取していないものや、

特命随意契約において、契約検査課への合議の写しの添付が無いものなど、事務処理上の

不備が散見された。適正な事務執行を図られたい。         （水と緑と公園課) 

 

２ 検査事務について 

 (1) 物品供給契約において納品時に検査を行ったものの、納品書に検査印がないものや、業

務完了報告書に決裁がないものなど、事務処理上の不備が散見された。適正な事務執行を図

られたい。                           （水と緑と公園課) 

 

３ 会計年度任用職員事務について 

 (1) 月ごとの勤務日程表と実際の勤務日及び勤務日数が不一致のものが見受けられた。適正

に処理されたい。                          （環境政策課) 


